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１　監査の対象

松戸市市民交流会館の管理に係る出納その他の事務の執行状況

（松戸市市民交流会館　　松戸市新松戸七丁目１９２番地の１）

管理代行料 ５７，１３２，０００円（平成３０年度予算）

年度協定締結日 平成３０年４月１日

令和元年５月２３日

ＰＰＰ新松戸株式会社　　代表取締役　東　秀輝

平成２８年８月１日～平成３２年７月３１日

ア 施設の使用許可及び使用料の徴収に関する業務

イ 施設及び設備の維持管理（市長が別に定めるものを除く。）に関する業務

ウ ６つの機能（防災機能、市民の活動拠点機能、誰もが憩える機能、子どもを

育む機能、学ぶ機能、スポーツ機能）に基づく事業の実施

エ その他市長が必要と認める業務

５　監査の結果

指定管理者

　会計経理に係る事務処理及び帳簿並びに証拠書類等は適正で、効率的に運営

されているものと認められた。

所管部局

　会計経理に係る事務処理及び帳簿並びに証拠書類等は適正で、効率的に運営

されているものと認められた。

（2）指定方法

（3）業務内容

（1）指定期間

公募

２　監査実施日

３　指定管理者

４　指定管理内容等
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